
〒 100-8916 　　１１－－２２－－２２

千千代代田田区区霞霞がが関関１１－－３３－－２２
( 1 ) 施設の所在地

 ( 8 ) 診療科目 あてはまるものすべてに○

内科 人 人

呼吸器内科 人 人

 循環器内科 人 人

 ( 9 ) 患者数

標
ぼ
う

9
月
中

休
診

特
定
の
曜
日

の
み

標ぼうしている科目と、9月中
休診していた科目、特定の曜
日のみ開設している科目に○
をつけてください。

99月月中中のの
外来患者延数

99月月3300日日
2244時時現現在在のの
在院患者数

0033 0033 0033

0011 0011 0011 55662222 9900

0022 0022 0022 55882222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年医療施設静態調査では、回答は①①又又はは②②ののいいずずれれかかのの方方法法をを任任意意でで選選べべまますす。。  

①「政府統計共同利用システム（オンライン調査システム）」（以下、「オンライン調査システム」という。）

を利用したオンライン調査票による提出 

②「紙の調査票」による提出

「「オオンンラライインン調調査査シシスステテムム」」のの利利用用ににつついいててはは、、1155ペペーージジのの「「オオンンラライインン調調査査（（イインンタターーネネッットトにによよるる回回答答））にに

つついいてて」」ををごご覧覧くくだだささいい。。  

１ 記入文字は、黒ボールペンを使って、楷書ではっきりと丁寧に記入してください。記入を訂正する場合は、 

誤誤っってていいるる箇箇所所をを二二重重線線でで消消しし、、余余白白にに記記入入ししててくくだだささいい。。特特にに回回答答欄欄外外にに記記入入すするる場場合合はは、、矢矢印印をを引引いいててくく

だだささいい。。 

２ (1)施設の所在地、(2)施設名、(4)開設者、(5)許可病床数、(6)社会保険診療等の状況、(7)救急告示の有無、

(8)診療科目（標ぼう）が印字されている施設で、印印字字のの情情報報にに誤誤りりががああるる場場合合はは、、赤赤ボボーールルペペンンでで、、下下記記のの方方

法法にによよりり訂訂正正ををおお願願いいししまますす。。

・文字または数字が印字されている項目の修正方法 ・番号に○がついている項目の修正方法

         

調査回答方法について 

紙の調査票の記入上の注意 

医医療療施施設設静静態態調調査査ににつついいててののおお願願いい 

医療施設静態調査につきましては、かねてから多大なる御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
 この調査は統統計計法法にに基基づづくく基基幹幹統統計計調調査査であり、医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするととも

に、医療施設の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的として、すべての医療施設を対

象に３年ごとに実施しております。 
本年は調査の実施年に当たり、令令和和２２年年 1100 月月１１日日現現在在で行うことになりました。記入していただいた

内容につきましては、、かかたたくく秘秘密密をを守守りり、、統統計計をを作作成成すするる目目的的以以外外ににはは使使用用いいたたししまませせんんので、ありのま

まお答えください。 
 また、記入に際しては本手引を参照のうえ、誤りのないよう記入していただくとともに、記入後は調査

票を知事の定める期限までに管管轄轄のの保保健健所所ああてて御御提提出出いただきますようお願いいたします。 

なお、調査票に漏れや誤りがあった場合には、管轄の保健所より照会させていただく場合があります。 

なにかとお忙しいこととは存じますが、この調査の趣旨を御理解いただき、格段の御協力を賜りますよ

うお願いいたします。 

厚生労働省政策統括官（統計・情報政策担当） 
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誤誤っってていいるる箇箇所所をを二二重重線線でで消消しし、、  

訂訂正正内内容容をを余余白白にに記記入入ししててくくだだささいい。。 

○○ののつついいてていいるる箇箇所所をを

××印印でで消消しし、、正正ししいい番番

号号をを○○でで囲囲んんででくくだだささ

いい。。

令令和和２２年年医医療療施施設設静静態態調調査査  

調調  査査  のの  手手  引引  [[病病院院用用]]
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1abc2DEF

−2−



 

1abc2DEF

−3−
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−5−



−6−
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 ( 31 ) 検査等の実施状況

* 患者数には手術に伴うものを含む。

骨塩定量測定 01 人

気管支内視鏡検査 * 02 人

上部消化管内視鏡検査 * 03 人

大腸内視鏡検査 * 04 人

血管連続撮影 05 人

ＤＳＡ(再掲) 06 人

循環器ＤＲ(再掲) 07 人

マンモグラフィー 08 人 台

ＲＩ検査(シンチグラム) 09 人 台

ＳＰＥＣＴ(再掲) 10 人 台

ＰＥＴ 11 人 台

ＰＥＴＣＴ 12 人 台

64列以上 13 人 台

16列以上64列未満 14 人 台

４列以上16列未満 15 人 台

４列未満 16 人 台

その他 17 人 台

3.0テスラ以上 18 人 台

1.5テスラ以上3.0テスラ未満 19 人 台

1.5テスラ未満 20 人 台

３Ｄ画像処理 21 人

22 人

 ( 32 ) 放射線治療の実施状況

Ｘ線シミュレーター 1 人 台

ＣＴシミュレーター 2 人 台

放射線治療計画装置 3 人 台

放射線治療(体外照射) 4 人

　ﾘﾆｱｯｸ・ﾏｲｸﾛﾄﾛﾝ(再掲) 5 人 台

　ｶﾞﾝﾏﾅｲﾌ・ｻｲﾊﾞｰﾅｲﾌ(再掲) 6 人 台

放射線治療(腔内・組織内照射) 7 人

　ＲＡＬＳ(再掲) 8 人 台

    ＩＭＲＴ(強度変調照射)等の高精度照射 9 11 有 22 無

 ( 33 ) 歯科設備 保有しているものすべてに○

11 歯科診療台 ( 　　　　3　　　　　台　)

※　歯科診療台を保有している場合は台数を記入してください。

22 デンタル・パノラマＸ線装置

33 歯科用ＣＴ装置

44 手術用顕微鏡

55 滅菌機器（オートクレーブ等）

66 ポータブル歯科ユニット

ＭＲＩ

ＣＴ

装置の
台数

位置決め装置

患者数は、照射録の枚数又は検査伝票を元に記入
してください。

9月中の
患者数

冠動脈ＣＴ・心臓ＭＲＩ（再掲）

112200

9月中の
患者数

装置の
台数

ＰＥＴ

77

33

5522

2233

1188

1100

88

6600

2277

00

11

11

マルチ
スライス

2233

1188

1100

00

332200

22

11

11

11

11

11

9955

2255

22

11

11

11

11

11

22

1188

88

1133

5566

440000

5500

1199

  

  

 

 

  

 

９月中の患者数 
 診療報酬上の算定をした患者数を計上してください。（診療報酬の請求をし

ていない施設においても、同等の検査を実施した場合は計上してください。）

 

装置の台数 
 10 月１日 午前０時現在の装置の台数を記入します。 
 装置の台数には、レンタルやリースも含みます。また、一つの機器で複数の

機能を持つ場合は、機能別に各々の台数に計上してください。 
 なお､装置を保有していても９月中に検査を実施していない場合は、患者数

欄に「０」と記入してください。 

 

◆機器を搭載した車両を借りて自施設で検査を実施している場合は、該当する

検査人数及び該当する機器の台数を計上してください。 

なお、他の施設に委託して行う検査は含みません。機器を貸し借りしてい

る場合の計上方法は以下のとおりとしてください。機器をどちらが保有して

いるか、診療報酬をどちらで算定しているかにかかわらず、検査を実施した

施設（場所）で計上してください。 

 

 

 

（例１）Ａ施設がＡ施設の患者の検査を、Ｂ施設から機器を搭載した車両を借

りて、Ａ施設で実施した場合 

→  検査を実施したのはＡ施設なので、Ａ施設で借りた機器の台数、実施

した件数を計上してください。 

仮に、Ｂ施設から機器を搭載した車両を借りて検査を実施したのが９月 

中で、10 月１日現在、Ａ施設に機器がない場合は、台数は９月中に借り 

た台数を計上してください。 

 

 

（例２）Ａ施設がＡ施設の患者の検査を、Ｂ施設の機器を借りて、Ｂ施設で実

施し、検査の診療報酬の算定はＡ施設で行っている場合 

→  検査を実施したのはＢ施設なので、Ｂ施設で機器の台数、実施した件

数を計上してください。 

 

９月中の患者数 
  治療の対象となる疾患に対して、初期の目標を達成するまでに行う一連の 
 治療については、１人として計上してください。 
装置の台数 
  10 月１日午前０時現在の装置の台数を記入します。 

  一つの機器で複数の機能を持つ場合は、機能別に各々の台数に計上してく 
 ださい。なお、装置を保有していても９月中に患者数がない場合、患者数は 

「０」と記入してください。 

( 31 ) 検査等の実施状況

( 32 ) 放射線治療の実施状況

 

 10 月１日午前０時現在の保有状況について、該当する番号を○で囲んでく

ださい。歯科診療台がある場合は、台数も記入してください。 

( 33 ) 歯科設備
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 ( 38 ) 従事者数 10月1日現在の数を記入してください。 （ 注 ）

１）雇用形態にかかわらず、医療機関が定める

1週間の勤務時間（所定労働時間）のすべてを

勤務している場合は「常勤」、勤務していない場合は

「非常勤」としてください。

医師 人 .. 人

歯科医師 人 .. 人

2） 常勤換算については、下記の計算式により常勤換

薬剤師 人 .. 人 算数を計算し、それぞれの欄に記入してください。

保健師 人 .. 人 小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位

助産師 人 .. 人 まで計上してください。

看護師 人 .. 人 得られた結果が0.1に満たない場合は「0.1」と計上

准看護師 人 .. 人 してください。

看護業務補助者 .. 人 常勤換算は「0.1」「1.0」等「0」を省略せずに記入して

理学療法士（PT） .. 人 ください。

作業療法士（OT） .. 人

視能訓練士 .. 人 従事者の1週間の勤務延時間数（残業は除く）

言語聴覚士 .. 人 医療機関において常勤の従事者が勤務すべき

義肢装具士 .. 人 1週間の時間数（所定労働時間）

歯科衛生士 .. 人 ※ 1週間の時間数が32時間を下回る場合は分母を

歯科技工士 .. 人 32時間としてください。

診療放射線技師 .. 人

診療エックス線技師 .. 人 常勤換算の詳細は「調査の手引き」を参照してください。

臨床検査技師 .. 人

衛生検査技師 .. 人

臨床工学技士 .. 人

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ指圧師 .. 人

柔道整復師 .. 人

管理栄養士 .. 人

栄養士 .. 人

精神保健福祉士 .. 人

社会福祉士 .. 人

介護福祉士 .. 人

保育士 .. 人 3）

公認心理師 .. 人

その他の技術員 .. 人

医療社会事業従事者 .. 人

事務職員 .. 人

その他の職員 .. 人

( 所　属 ) 

国国立立厚厚生生労労働働病病院院総総務務部部

( 氏　名 ) 

厚厚労労　　一一郎郎

職　　 種

常勤 非常勤 (常勤換算)

「常勤」従事者の人数 「非常勤」従事者の常勤換算した人数

(小数点以下第2位四捨五入)

↓小数点

「28　保育士」は子どもの患者に対するケアを行う
保育士を記入してください。なお、院内保育所に
勤務している保育士は含みません。

「常勤」・「非常勤」 「常勤」と「非常勤」従事者の常勤換算した人数

(小数点以下第2位四捨五入)

↓小数点

常勤換算数＝

１１ １１

１１

９９ ７７

26

30

31

ご協力ありがとうございました

32

33

記　　入　　者 備　 　考

55 99

44

27

28

29

20

21

22

23

24

25

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

常勤換算

03

04

職 　　種

実人員

従事者の人数

１１ ２２

４４

００ ３３

１１ ２２ １１ ２２

01

02

09

05

06

07

08

１１

００ ２２

７７

２２ １１

１１ ８８

１１ ６６

６６

００

００

００

７７

２２

００

００

22 11

11 11

33

33

１１ ２２

22 22

55

00

00

１１ ００

55

００

００

００

００

００

００
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後日、調査事項について照会する場合もございますので、
調査票に記入した方の所属、氏名を必ず記入してください。

記入者（所属）（氏名） 

−10−



例）Ａ病院で、Ｂさんが週４０時間、Ｃさんが週４０時間、Ｄさんが週３０時間、

Ｅさんが週２０時間勤務した場合の常勤換算による人数を算出する。

なお、施設で定める１週間の勤務時間は週４０時間とする。

   「「常常勤勤のの職職員員のの人人数数」」＋＋「「（（非非常常勤勤のの職職員員のの勤勤務務時時間間））    ÷    （（常常勤勤のの職職員員がが勤勤務務すすべべきき時時間間））」」

(b) 2 ⼈ （c) 50.0 時間 （a) 40 時間
（Bさん、Cさんの⼈数）  （Dさん、Eさんの勤務時間の合計を常勤の勤務時間で割る）

= 3.3 ⼈

 

・該当する職種がいない欄は空欄としてください。

・「医師」、「歯科医師」は、常勤・非常勤（常勤換算）別に記入してください。

・「薬剤師」、「保健師」、「助産師」、「看護師」、「准看護師」は、実人員と常勤換算した人数を記入してく

ださい。 

・「保育士」は、保育士の資格を有し、子どもの患者に対するケアを行う保育士について、常勤換算した人数を記

入してください。 

・その他の職種は、常勤換算した人数を記入してください。

◆従事者数欄には、有給・無給を問わず10月１日24時現在に当該医療施設に在籍する者を

計上します。

① 10月１日の欠勤者であっても在籍している人員について計上します。

なお、10月１日の採用者は計上しますが、退職者は計上しません。

② 施設が直接雇い入れた者、派遣労働者、出向者、一般の従事者と同様の

勤務状況にある家族従事者を含みます。

③ 業務請負の労働者、ボランティアは対象外とします。

④ 10月１日24時現在、当該医療施設に勤務していない者で、長期にわたって勤務していない者（３カ月を超え

る者。予定者を含む。）については、計上しません。

ただし、労働基準法（昭和22年法律第49号）で定める産前・産後休業（産前６週間・産後８週間）並びに育児

休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成３年法律第76号）で定める育児休業

及び介護休業を取得している者については、計上します。 

⑤ 休業中の者に代替者がいる場合は、代替の者を計上します。

常常勤勤換換算算のの算算出出方方法法  

１週間の勤務時間を、その施設で定めた１週間の勤務時間で割り、小数点以下第２位を四捨五入します。 

(例) １週間の勤務時間が４０時間の施設で、週２日、各日８時間勤務の場合 

８時間 × ２日

４０時間

（１）施設で定める１週間の勤務時間が32時間未満の場合、32時間として計算してください。

（２）勤務時間が1週間サイクルでない場合は、所要の調整をしてください。

（月1回の勤務サイクルである場合は、1/4を乗じる、など）

（３）１人の従事者について、算出した数値が、1.0を超える場合は、「１．０人」、0.1に満たない場合は「０．１

人」として計算してください。 

常勤換算シートを以下に掲載しています。常勤換算の算出にご利用ください。 

  厚生生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/） 

→ 統計情報・白書  → 各種統計調査

→ 厚生労働統計一覧（https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/）

→ ２．保健衛生

→ 医療施設調査

→ 「令和２年医療施設静態調査にご協力ください」

（https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/79-1_2020.html）

 

10月1日 10月2日

10月1日24時現在、この時点に

在籍する従事者を計上します

( 38 ) 従事者数 

= 0.4 人

-11-
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(8)診療科目　 具体例（*印は平成20年3月以前の診療科目）

01内科 腫瘍内科、漢方内科、老年内科など

02呼吸器内科 呼吸器科*

03循環器内科 循環器科*、心臓内科、内科（循環器）

04消化器内科（胃腸内科） 消化器科（胃腸科）*

05腎臓内科 人工透析内科

06脳神経内科 神経内科

07糖尿病内科（代謝内科） 糖尿病内科、内分泌内科、脂質代謝内科

08血液内科 内科（骨髄移植）

10アレルギー科 アレルギー疾患内科

：

12感染症内科 性病科*、性感染症内科、内科（感染症）

13小児科 小児科（新生児）

14精神科 神経科*、児童精神科、老年精神科

15心療内科 神経科*

16外科 腫瘍外科、移植外科、外科（がん）など

：

18心臓血管外科 心臓外科

：

20気管食道外科 気管食道科*、食道外科

21消化器外科（胃腸外科） 胃外科、大腸外科

22泌尿器科 男性泌尿器科

23肛門外科 こう門科*

：

28眼科 小児眼科

29耳鼻いんこう科 小児耳鼻いんこう科

：

31産婦人科 産婦人科（生殖医療）

：

35放射線科 放射線治療科、放射線診断科
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ここのの項項目目はは、、((2211))オオーーダダリリンンググシシスステテムムをを「「11  導導入入ししてていいるる」」、、((2222))医医用用画画像像管管理理シシスステテムム((ＰＰＡＡＣＣＳＳ))をを「「11  導導入入しし

てていいるる」」、、((2233))診診療療録録電電子子化化（（電電子子カカルルテテ））をを「「11  電電子子化化ししてていいるる」」ままたたはは「「22  一一部部でで電電子子化化ししてていいるる」」ののいいずずれれかかをを

選選択択ししたた場場合合ののみみ記記入入ししまますす。。  

 

【データの保管を行う場所】あてはまるもの全てを○で囲んでください。 

1 医療機関内にあるサーバ機器等で保管 

   地域の医療機関又は同一法人内の医療機関等と共有してデータを保管している場合や、医療機関以外に画像センタ

ーや検査センター等と共有してデータを保管している場合も含みます。 

2 外部の事業者に委託して保管 

   基本的に自施設内にデータを保管しているが、バックアップデータを外部の事業者に委託して保管している場合や、

外部の事業者にデータの保管を委託し、サーバ機器等が病院内に設置されている場合も含みます。 

 

 ASP・SaaS（クラウド型）利用の有無 

ASP (Application Service Provider) と SaaS (Software as a Service) は、ともにネットワークを通じてアプ

リケーションやサービスを提供するものであり、「クラウド（型）」と呼ばれることもあります。 

1 有  基本的に自施設内にデータを保管しているが、バックアップデータの保管のために ASP・SaaS を利用して

いる場合も含みます。 

2 無  ASP・SaaS を全く利用していない場合。 

 

【データの利用範囲】いずれかひとつを○で囲んでください。 

1 自施設内のみで利用 

  自施設内のみで活用しており、他の医療機関等に電子的な方法でデータ提供を行っていない。 

  自施設とは当該調査票を記入している施設のみをいい、同一法人の他施設は含みません。 

2 他の医療機関等と連携して利用 

  他の医療機関等に電子的な方法でデータ提供を行っている。 

  他の医療機関等とは当該調査票を記入している施設以外をいいます。（画像センターや検査センター等と連携して利

用している場合も含みます。） 

 

【他の医療機関等とのネットワークの有無】いずれかひとつを○で囲んでください。 

1 有   他の医療機関等と電子的なネットワークを構築し、患者の診療情報等を電子的な方法でデータ提供している。 

2 無   他の医療機関等との電子的なネットワークは構築していないが、ＣＤ－Ｒ等の可搬媒体を用いて患者の診療

情報等を電子的な方法でデータ提供している。 

 

【患者への情報提供の方法】あてはまるものすべてを○で囲んでください。 

インフォームドコンセント、他施設への紹介等、患者への治療方針の説明などに活用している場合や、患者がＩＤ、

パスワードを用い外部からアクセスし、患者自身の診療録の閲覧を可能とするなど、何らかの形での情報提供を行われ

ている場合をいいます。 

情報提供の内容としては、検査結果、投薬の状況等が該当し、予約状況の情報は含みません。 

1 紙面・フィルム等により情報提供している 

   紙の診療情報等をスキャンデータやＰＤＦ等にしているなど、他の医療情報システム上にデータとして取り込めな

いものを含みます。 

2 電子的な方法でデータ自体を提供している 

   ＣＤ－Ｒやオンライン等でデータを提供しており、他の医療情報システム上でデータとして取り込めるものをいい

ます。 

 

【ＳＳ－ＭＩＸ標準化ストレージ】いずれかひとつを○で囲んでください。 

厚生労働省電子的診療情報交換推進事業（2006 年度）で提唱された、電子カルテ等の医療情報システムで発生する診

療情報を交換・共有するために標準的な形式やコードで蓄積するもの。 

診療情報の継続性確保や地域医療連携の実現、バックアップ情報としての活用が想定されます。なお、2012 年に制定

されたＳＳ－ＭＩＸ２も含みます。 

1 実装している 

医療情報システムに装備されている場合の他に、外付けで実装している場合も含みます。 

ＳＳ－ＭＩＸ及びＳＳ－ＭＩＸ２を利用してデータを蓄積している等活用状況については問いません。 

(24)医療情報の電子化の状況 
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【９月中の実施件数】 

各手術の実施件数を記入してください。１人の患者が９月中に手術と再手術を行った場合は、その合計実施件数を記

入してください。 

（院外医師が行った場合も含みます。ただし、手術のみを他の施設に委託した場合は含みません。） 

 

【人工透析装置の台数】  

レンタルやリースのものも含みます。 

なお、装装置置をを保保有有ししてていいててもも９９月月中中にに実実施施件件数数ががなないい場場合合はは、、実実施施件件数数欄欄にに「「００」」とと記記入入ししててくくだだささいい。。 

 

【帝王切開を除く無痛分娩（再掲）】 

陣痛の痛みを麻酔を使用して和らげる分娩方法をいいます。硬膜外麻酔または脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔を用いた

分娩件数を記入してください。その他の麻酔方法は含みません。 

また、無痛分娩の予定で麻酔を行っていたが、なんらかの理由で帝王切開に切り替わった場合は除きます。 

 

【分娩の取扱】 

９月中に分娩件数がない場合でも、分娩を取り扱っている場合は、「1 取り扱っている」を○で囲み、実施件数欄に

「０」と記入してください。  

 

【担当医師数( 常勤換算 ) 、担当助産師数( 常勤換算 )】 

10 月１日 24 時現在に在籍する人数を記入してください。 

分娩に携わっている医師、助産師について、常勤換算した人数を記入してください。 

実際に分娩のなかった場合でも、分娩に対応するために配置している者について算出してください。 

 

※常勤換算等については 11 ページを参考にしてください。 

 

【院内助産所の有無】 

緊急時の対応ができる医療機関等において、正常経過の妊産婦のケア及び助産を助産師が自立して行うものを設置し

ている場合、「1 有」としてください。 

 

 

 

 

 Ｑ. 調査票はいつまでどこに提出すればいいですか。 

 Ａ. 管轄の保健所あてご提出ください。また、提出期限は令和３年２月末日までの各自治体が定める日となりま

すので、管轄の保健所にお尋ねください。 

 

 Ｑ. 調査に答えなくてもいいですか。 

 Ａ. 医療施設調査は、国勢調査などと同様に「統計法」という法律に基づいて国が実施する基幹統計調査です。 

   このため、調査対象の医療施設には報告義務（拒否や虚偽の報告をしてはいけないこと）が課せられておりま

す。 

医療施設静態調査は、医療制度改革のための基礎資料や診療報酬改定のための基礎資料等として幅広く利用

されています。調査票には漏れなく正確な記入をお願いいたします。 
 

 

 

 

 調査結果の概要については、厚生労働省ホームページ 

(URL) https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/79-1a.html に掲載しております。 
 

 

 

 

 

 

 

(３０)手術等の実施状況 

よくある質問 Q＆A 

調査結果 
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オンライン調査を実施する保健所管内の病院でも、令和２年５月１日以降に開設した病院については、オンラ

イン調査は利用できません。 

令和２年９月中旬よりログイン可能です。なお、オンライン調査を利用した場合、未使用の紙の調査票は、貴施

設において廃棄してください。 

オンライン調査に関する詳細は、各種マニュアルを厚生労働省ホームページ又は政府統計オンライン調査総合

窓口の調査票の一覧に掲載しておりますので、ご参照ください。入力を始める前に「令和２年医療施設静態調査

（病院票）オンライン調査 利用ガイド」を必ずお読みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、オンライン調査に関するご質問に対してコールセンターを設置いたします。（８月上旬頃を予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
【【政政府府統統計計オオンンラライインン調調査査総総合合窓窓口口へへのの接接続続方方法法】】  
  

インターネットを起動し、アドレス（URL）にhttps://www.e-survey.go.jp/ を入力します。 

 

 

 

 

 

詳細は、同封のリーフレット「オンライン調査システムをご利用ください」の「政府統計オンライン調査総

合窓口へアクセス・ログイン」をご覧ください。 

オンライン調査票は、Microsoft Office Excel 2010以上のバージョンに対応しています。また、Excel互換

ソフトはご利用いただけません。 

 

オンライン調査（インターネットによる回答）について 

医医療療施施設設静静態態調調査査・・患患者者調調査査  ココーールルセセンンタターー  
  

電話番号、開設期間については、上記に記載の厚生労働省ホームページ及びオンライン調査利用 

ガイド（厚生労働省ホームページ及び政府統計オンライン調査総合窓口に掲載）に掲載します。 

 

内容：オンライン調査に関するご質問（ログイン、ダウンロード、入力、送信等） 

 

注：）調査票の記入の仕方についてのご質問は、このコールセンターではなく、管轄の保健所へ 

お問い合わせください。 

オンライン調査に関する各種マニュアルの掲載場所： 

厚生生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/） 

         → 統計情報・白書 

         → 各種統計調査 

→ 厚生労働統計一覧（https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/） 

→ ２．保健衛生 

→ 医療施設調査 

→ 「令和２年医療施設静態調査にご協力ください」 

        （https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/79-1_2020.html） 
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